
事 務 連 絡 

令和７年４月 

 

 排水設備指定工事店 各位 

 

常滑市下水道課長 

道路占用許可申請書の提出部数の変更について（通知） 

 

 日頃は、常滑市の公共下水道事業の推進にご理解・ご協力をいただき、ありがとう

ございます。 

 市道における取付管の新設時には、皆様に道路占用許可申請書等の作成を依頼

しております。 

 令和 7 年度から、市役所内の事務の運用変更に伴い、道路占用許可申請書の提

出部数を変更いたしました。令和 7 年度における提出部数については下記をご確認

ください。 

 また、申請書類の作成に係る注意点をまとめましたので、合わせてご確認をお願い

いたします。 

 

記 

 

書類名 令和 7 年度から 令和 6 年度まで 備考 

道路占用許可申請書 一部 二部 
水道課は引き

続き 2 部 

道路使用許可申請書 二部 二部 
変更なし 

 

＜問合せ先＞常滑市建設部下水道課 業務チーム（澤田） 

電話 0569-47-6124（ダイヤルイン） 



号

常滑市飛香台３丁目３番地の５

常 滑 市

常滑市長　伊　藤　辰　矢

担当者　建設部下水道課　

電話　　0569-47-6124

協　　　　議

車道 ・ 歩道 ・ その他

常滑市 地先

から

令和 12 年 3 月 31 日 まで

から

令和 年 月 日 まで

施工業者：

申請者：

道路の復旧方法 別紙のとおり 添　付　書　類 別添のとおり

備　　考

占用期間
許可の日

占用物件の構造 別紙のとおり

工事の時期 工事実施の方法 別紙のとおり

占用物件

名　　称 規　　模 数　　量

公共下水道取付管 ＶＵφ100 Ｌ＝　　　ｍ

許可の日

 します。
 第 ３５ 条  協　　 　　議

占用の目的 公共下水道新規取付管工事のため

占用の場所

路線名 市道12345号線

場　所 飛香台３丁目３番地の５

〒479-8610

住　所

氏　名

道路法
第 ３２ 条

の規定により
許可を申請

道路占用
許 可 申 請

書
協 議

令和 　年 　月 　日

常　滑　市　長　殿

新
規

更
新

変
更

　常建下第

令和11年度まで統一で令和12年3月31日
を占用期間の末日とします

「下」となっていることを確認

課名を確認

道路占用許可申請書の作成に係る注意点

公共下水道と農業集落排水
の使い分けを忘れないこと

紙媒体で一部

※水道課は二部提出



愛知県常滑警察署長  殿

住  所 愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の５

 申請者 常滑市下水道事業

氏  名   常滑市長 　伊　藤　辰　矢

建設部下水道課　

　別 添 図 書 の と お り

　図 面 及 び 工 事 仕 様 書

第
  

号

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。

条  件

        　年   　月   　日

愛知県常滑警察署長

(施工業者)
氏  名 電  話

道 路 使 用 許 可 証

 期          間 　　　年   　月   　日　午前９時から     　年  　月  　日　午後５時まで

 方法 又は 形態

 添  付  書  類

  現場責任者  
住  所

常建下第         号

道 路 使 用 許 可 申 請 書

　　年　　　月　　　日

道路使用の目的

 場所 又は 区間  常滑市 飛香台３丁目３番地の５ 地先

公共下水道新規取付管工事のため

課名等を確認

公共下水道と農業集落排水
の使い分けを忘れないこと

道路使用許可申請は工程表も必要です

道路使用許可申請書の作成に係る注意点

「下」となっていることを確認

紙媒体でニ部


